
議案
番号

件　　　名

1

専決処分事項の承認を求める
ことについて
（工事変更請負契約の締結）

2

小川村手数料条例の一部を改
正する条例制定について

3

工事変更請負契約の締結につ
いて
（スポーツセンター改修工事
小川村さわやかふれあいス
ポーツセンター）

4

村有財産取得に係る売買契約
の締結について

5
小川村林業体験交流施設の指
定管理者の指定期間の変更に
ついて

6
令和５年度小川村一般会計補
正予算（第７号）

１，１９４万円の増額

民生費 １，１９４万円
社会福祉総務費
　住民税所得割非課税世帯生活支援給付金事業 847万円
　　＠10万円×80世帯＝800万円　他
　子育て世帯生活支援給付金事業 347万円
　　＠5万円×60人＝300万円　他

トラクターの購入に伴う売買契約の締結
契約の金額：７，２１０，０００円
契約の相手方：ながの農業協同組合

林りん館の指定管理者の指定期間「平成36（令和6）年3月31日まで」を「令和7年3
月31日まで」と１年間延長するもの。

スポーツセンター改修工事の請負金額に変更が生じたため、変更請負契約の議決を
求めるもの。
変更前　１０６，１５０，０００円
変更後　１０２，０２５，０００円
（△４，１２５，０００円）

戸籍の広域交付に伴う交付手数料の改正。施行は令和6年3月1日

令和６年第１回臨時会に提出された議案の概要

概　　　　　　　要

久木中村地籍の公共土木施設災害復旧事業について、請負契約の変更をするもの。
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